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青
森
県
流
域
下
水
道
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
九
号

青
森
県
流
域
下
水
道
規
則

(
趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十

七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
流
域
下
水
道
条
例

(

昭
和

六
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号)

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
流
域
下
水
道

(

以
下

｢

流
域
下
水
道｣
と
い
う
。)

の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)
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第
二
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
に
流
域
下
水
道
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
当
該
指

定
管
理
者
は
、
流
域
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
流
域
下
水
道
の
管
理
に
関
し
必

要
な
業
務
を
行
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
三
項
の

規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
共
下
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
号

青
森
県
公
共
下
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
共
下
水
道
条
例
施
行
規
則

(

平
成
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
公
共
下
水
道
規
則

第
一
条
中

｢

事
項｣

の
下
に

｢

及
び
公
共
下
水
道
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項｣
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
十
六
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青

森
県
条
例
第
六
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
に
公
共
下
水
道
の
管

理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
当
該
指
定
管
理
者
は
、
公
共
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す

る
こ
と
そ
の
他
公
共
下
水
道
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
。

第
三
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
五
号
様
式
中

｢青
森
県
公
共
下
水
道

条
例
施
行
規
則
｣

を

｢青
森
県
公
共
下
水
道
規
則
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三

月
青
森
県
条
例
第
六
号)

附
則
第
十
四
項
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

消
防
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第
十
三
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
危
険
物
の
取

扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号)

第
五
十
八
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
危
険
物

の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目

(

昭
和
六
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
四
号)

第
三
の

一
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

講
習
の
種
別
並
び
に
日
時
及
び
場
所

１

給
油
取
扱
所
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た

講
習

２

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法

(

昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号)

第
二
条
第
六
号
に

規
定
す
る
特
定
事
業
所
に
お
け
る
危
険
物
施
設

(

１
に
該
当
す
る
危
険
物
施
設
を
除
く
。)

に
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日

時

場

所

平
成
十
七
年
六
月
七
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
七
年
六
月
二
十
二
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
七
年
七
月
五
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

平
成
十
七
年
九
月
六
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
七
の
一
二

八き
ざ
ん
三
沢

平
成
十
七
年
九
月
二
十
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館
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お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
危
険
物
施
設
以
外
の
危
険
物
施
設
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に

従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習

二

受
講
対
象
者

１

危
険
物
施
設
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
、
作
業
従
事
日
か
ら
一
年
以
内
に

講
習
を
受
講
し
て
い
な
い
者

(

た
だ
し
当
該
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
日
前
二
年
以
内

に
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
講
習
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。)

２

前
回
の
講
習
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
講
習
を
受
講
し
て
い
な
い
者

３

１
及
び
２
以
外
の
者
で
受
講
を
希
望
す
る
者

三

受
講
申
請
書
の
受
付
期
間

郵
送
の
場
合
は
、
受
付
締
切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。

四

受
講
申
請
書
の
提
出
先

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
一
二

青
森
県
警
察
本
部
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
二
階

社
団
法
人
青
森
県
消
防
設
備
保
守
協
会

五

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
は
、
講
習
種
別
ご
と
に
四
千
七
百
円
に
相
当
す
る
額
の
青
森
県
収
入
証
紙
を
受
講

申
請
書
欄
に
ち
ょ
う
付

(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

し
て
納
入
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

受
講
に
関
し
て
不
明
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
社
団
法
人
青
森
県
消
防
設
備
保
守
協
会

(

電
話
〇

一
七
―
七
三
二
―
五
一
〇
〇)

へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日
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時

場

所

平
成
十
七
年
六
月
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
七
年
六
月
十
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

の
八
ス
ワ
ニ
ー

平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

日

時

場

所

平
成
十
七
年
六
月
七
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
七
年
六
月
二
十
二
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
七
年
七
月
五
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

平
成
十
七
年
九
月
六
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
七
の
一
二

八き
ざ
ん
三
沢

平
成
十
七
年
九
月
二
十
八
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

講

習

場

所

受

付

八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
一

ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
八
戸

平
成
十
七
年
五
月
九
日
か
ら

同
月
二
十
七
日
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
の
八

ス
ワ
ニ
ー

平
成
十
七
年
五
月
九
日
か
ら

同
月
二
十
七
日
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
〇
の
一

下
北
文
化
会
館

平
成
十
七
年
五
月
二
十
三
日
か
ら

同
年
六
月
十
日
ま
で

五
所
川
原
市
字
幾
世
森
二
四
の
一
五

ふ
る
さ
と
交
流
圏
民
セ
ン
タ
ー

平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら

同
月
十
七
日
ま
で

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

平
成
十
七
年
六
月
七
日
か
ら

同
月
二
十
四
日
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
七
の
一
二
八

き
ざ
ん
三
沢

平
成
十
七
年
八
月
四
日
か
ら

同
月
二
十
三
日
ま
で

青
森
市
本
町
五
丁
目
五
の
二
一

青
森
県
農
業
共
済
会
館

平
成
十
七
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

同
年
九
月
九
日
ま
で

� �



� �

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
虹
貝
字
中
熊
沢
一
一
八
・
一
三
六
の
五
五
・
一
四
〇
の
一

(

以
上
三
筆

に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
一
〇
〇
の
一
、
一
〇
〇
の
二
、
一
〇
一
、
一
一
五
、

一
一
六
の
七
、
一
三
三
、
一
三
六
の
二
〇
、
一
三
六
の
五
六
、
一
三
九

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
伐
採
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
大
鰐
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
田
子
町
大
字
遠
瀬
字
和
平
四
四
の
一

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

林
道
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
田
子
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
四
百
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

つ
が
る
市
富
�
町
屏
風
山
一
の
一
八
七
五
、
一
の
一
八
七
六
、
一
の
一
八
七
八
、
一
の
一
八
七

九
二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

青 森 県 報平成17年５月６日 金曜日 第2473号 �

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
在
宅
生

活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

居
宅
支
援
事
業
者

在
宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
尾
駮
字
家
ノ

前
一
の
七
九
雇
用

促
進
住
宅
一
の
二

〇
五

平
成

��

･

�･

��

� �



� �

三

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

喜
多
山

秀

美

青 森 県 報������	
� �� 第2473号�

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
駒
越
字
村
元
一
三
二

の
一
及
び
一
三
二
の
五
か
ら
一
三
二
の
二
〇

ま
で

弘
前
市
大
字
大
町
三
丁
目
二
の
一

有
限
会
社
太
陽
地
所

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

加
藤
堰
二
号
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業

(

農
業
用
用
排

水
施
設
設
備)

弘

前

市

平
成
��･

�･

��

島
田
堰
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業

(

農
業
用
用
排
水
施

設
整
備)

〃

〃

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
一
六
―
一
〇
六

〃

��･

�･

��

〃

一
六
―
一
一
二

〃

〃

〃

一
六
―
一
一
三

〃

〃

〃

一
六
―
一
一
四

〃

〃

〃

一
六
―
一
一
八

〃

〃

〃

一
六
―
一
二
五

〃

〃

〃

一
六
―
一
二
七

〃

〃

〃

一
六
―
一
三
四

〃

〃

〃

一
六
―
一
三
七

〃

〃

〃

一
六
―
一
三
八

〃

〃

十
六
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

一
七
―
一

黒

石

市

��･

��･

��

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
一
七
―
一
〇
一

〃

〃

十
六
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

一
八
―
一

岩

木

町

��･

�･

��

〃

二
二
―
二

大

鰐

町

��･

�･

��

〃

二
二
―
三

〃

〃

� �



� �

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

柿

崎

裕

青 森 県 報平成17年５月６日 金曜日 第2473号 �

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
二
二
―
一
〇
一

〃

〃

〃

二
二
―
一
〇
三

〃

〃

〃

二
二
―
一
〇
四

〃

〃

〃

二
二
―
一
〇
五

〃

〃

〃

二
二
―
一
〇
六

〃

〃

〃

二
二
―
一
〇
七

〃

〃

〃

二
二
―
一
〇
八

〃

〃

〃

二
二
―
一
〇
九

〃

〃

〃

二
二
―
一
一
〇

〃

〃

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
六
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

六
七
―
一

新

郷

村

平
成
��･

�･

��

〃

六
七
―
二

〃

〃

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
六
七
―
一
〇
一

〃

〃

十
六
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

五
九
―
一

五

戸

町

��･

�･

��

〃

五
九
―
二

〃

〃

〃

五
九
―
三

〃

〃

〃

五
九
―
四

〃

〃

〃

五
九
―
五

〃

��･

�･

��

〃

五
九
―
八

〃

��･

�･

��

〃

五
九
―
九

〃

��･

�･

��

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
五
九
―
一
〇
一

〃

��･

�･

��

〃

五
九
―
一
〇
二

〃

��･

�･

��

〃

五
九
―
一
〇
三

〃

��･

�･

��

〃

五
九
―
一
〇
四

〃

〃

〃

五
九
―
一
〇
五

〃

��･

�･

��

〃

五
九
―
一
〇
六

〃

��･

�･

��

〃

五
九
―
一
〇
七

〃

��･

�･

�

十
六
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

六
二
―
一

南

部

町

��･

�･

��

〃

六
二
―
二

〃

��･

�･

��

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
六
二
―
一
〇
一

〃

��･

�･

��

� �



� �

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

柿

崎

裕

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小
山
田

久

青 森 県 報������	
� �� 第2473号�

地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

七

日

市

た
め
池
等
整
備
事
業

平
成
��･

�･

�

森

越

緊
急
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業

(

農
道
整
備)

��･

�･

��

〃

〃

(
農
業
用
用
排
水
設
備
整

備)

��･

�･

��

三
戸
東
南
部

農
村
総
合
整
備
事
業

(

農
道
整
備)

��･

�･

��

〃

〃

(

農
業
用
用
排
水
設
備
整
備)

〃

新

郷

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

(

農
道
整
備)

��･

��･

��

〃

〃

(

農
業
用
用
排
水
設
備
整

備)
��･

�･

��

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
六
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

三
六
―
一

十

和

田

市

平
成
��

･

�･

��

〃

三
六
―
二

〃

〃

〃

三
六
―
三

〃

〃

〃

三
六
―
四

〃

〃

〃

三
六
―
五

〃

〃

〃

三
六
―
六

〃

〃

〃

四
一
―
一

〃

〃

〃

四
一
―
二

〃

〃

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
三
六
―
一
〇
一

〃

〃

〃

三
六
―
一
〇
二

〃

〃

〃

三
六
―
一
〇
三

〃

〃

〃

三
六
―
一
〇
四

〃

〃

〃

三
六
―
一
〇
五

〃

〃

〃

三
六
―
一
〇
六

〃

〃

〃

三
六
―
一
〇
七

〃

〃

〃

三
六
―
一
〇
八

〃

〃

〃

三
六
―
一
〇
九

〃

〃

� �



� �

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

笹

森

新

一

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青 森 県 報平成17年５月６日 金曜日 第2473号 �

〃

三
六
―
一
一
〇

〃

〃

〃

三
六
―
一
一
一

〃

〃

〃

三
六
―
一
一
二

〃

〃

〃

三
六
―
一
一
三

〃

〃

〃

三
六
―
一
一
四

〃

〃

〃

三
六
―
一
一
五

〃

〃

〃

三
六
―
一
一
六

〃

〃

〃

四
一
―
一
〇
一

〃

〃

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
三
二
―
一
〇
一

中

里

町

平
成
��･

�･

��

〃

三
二
―
一
〇
二

〃

〃

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

一
戸
悟
後
援
会

佐
藤
節
雄

工
藤一
二
三

青
森
市
浪
岡
大
字
吉
野
田
字
木

戸
口
一
二
八
の
三

平
成

��･

�･

�

清
野
達
徳
後
援
会

斉
�
栄
一

平
野
新
逸

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
野

尻
二
八
の
一
〇
五

��･

�･

�

目
時
む
つ
お
後
援

会

桑
田
芳
広

菊
池な
み
え

む
つ
市
大
畑
町
中
島
八
三
の
七

��･

�･

��

つ
が
る
市
津
島
恭

一
後
援
会

金
沢
勝
夫

平
川
良
一

つ
が
る
市
柏
広
須
松
元
一
三

��･

�･

��

佐
々
木
誠
造
浪
岡

後
援
会

工
藤
政
光

吉
岡
贇
次

青
森
市
浪
岡
福
田
三
丁
目
二
の

二

��･

�･

�

市
政
一
新
の
会

樋
口
修
三

中
村
義
一

青
森
市
安
方
一
丁
目
四
の
八

��･

�･

��

三
上
誠
三
後
援
会

石
岡

裕

日
村

久

五
所
川
原
市
字
川
端
町
四
三
の

一
八

��･

�･

��

七
戸
均
後
援
会

山
本
忠
一

吉
田
昭
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬

字
中
砂
子
川
一
九
〇
の
三

��･

�･

��

� �



� �

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報������	
� �� 第2473号�

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
稲
垣

村
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

つ
が
る
市
稲
垣
町
千

年
上
鹿
島
五
の
一

西
津
軽
郡
稲
垣
村
大

字
沼
崎
字
泉
水
五
九

の
一

平
成

��

･

�･

�

代

表

者

佐
々
木

敬
蔵

成
田

清
繁

会
計
責
任
者

斉
藤

幸
洋

秋
元

栄
治

自
由
民
主
党
浪
岡

町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
北

中
野
字
北
畠
三
〇

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大

字
五
本
松
字
岡
本
三

四

��

･

�･

��

代

表

者

一
戸

善
正

葛
西

丈
徳

会
計
責
任
者

福
士

銀
一

太
田

一

自
由
民
主
党
西
目

屋
村
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

中
津
軽
郡
西
目
屋
村

大
字
田
代
字
神
田
三

〇
六

中
津
軽
郡
西
目
屋
村

大
字
村
市
字
稲
葉
九

七

��

･

�･

��

代

表

者

三
上

慶
藏

成
田

完
成

会
計
責
任
者

村
上

義
雄

田
村

秀
昭

日
本
共
産
党
東
青

地
区
委
員
会

会
計
責
任
者

釜
萢

ヤ
シ
イ

舘
田

篤
広

��

･

�･

��

自
由
民
主
党
青
森

県
電
気
通
信
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浜
田
字

玉
川
三
五
八

青
森
市
古
川
三
丁
目

一
一
の
二

��･

�･

��

代

表

者

荻
津

哲
夫

加
賀
谷

俊
策

会
計
責
任
者

敦
賀

雄
幸

小
野

誠
司

自
由
民
主
党
稲
垣

支
部

政
治
団
体
の

名
称

自
由
民
主
党
稲
垣
支

部

自
由
民
主
党
稲
垣
村

支
部

��

･

�･

��

自
由
民
主
党
車
力

支
部

政
治
団
体
の

名
称

自
由
民
主
党
車
力
支

部

自
由
民
主
党
車
力
村

支
部

��

･

�･

��

日
本
共
産
党
津
軽

地
区
委
員
会

代

表

者

千
葉

浩
規

遠
藤

節
子

��･

�･

��

日
本
共
産
党
上
十

三
地
区
委
員
会

代

表

者

市
川

俊
光

相
馬

真
子

��･

�･

��

日
本
共
産
党
三
八

地
区
委
員
会

代

表

者

神
田

洋
一

畑
中

哲
雄

��･

�･

�	

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

青
森
県
政
治
経
済

研
究
同
志
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城
字

山
田
六
六
四

青
森
市
八
重
田
三
丁

目
二
の
六

��･

�･

�

福
島
弘
芳
後
援
会

代

表

者

盛

貢

山
内

恒
男

��･

�･

��

工
藤
雄
剛
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
一
番
町
一
丁

目
一
の
八

八
戸
市
一
番
町
一
丁

目
八
の
一

��･

�･

��

福
士
孝
衛
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
七
戸
町
字
七

戸
一
三
四

上
北
郡
七
戸
町
字
上

町
野
七
五
の
二

代

表

者

石
井

淳
夫

福
士

忠

��･

�･

��

小
鹿
勉
後
援
会

会
計
責
任
者

小
鹿

と
め

本
郷

良
克

��･

�･

��

青
森
県
民
社
協
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
港
町
二
丁
目

一
二
の
一
九

青
森
市
桜
川
三
丁
目

二
の
一
〇

��･

�･

�


市
民
が
主
人
公
の

み
ん
な
の
会

代

表

者

黒
沼

利
三

蟻
塚

亮
二

��･

�･

�

田
中
亨
後
援
会

会
計
責
任
者

田
中

祥
悦

田
中

芳
一

��･

�･

�

政
治
団
体
の

名
称

森
内
勇
蟹
田
後
援
会

森
内
勇
平
内
地
区
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
外
ケ
浜
町

字
蟹
田
中
師
宮
本
一

一
の
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
土
屋
字
大
石
平
一

一

森
内
勇
蟹
田
後
援

会

代

表

者

金
澤

勤

工
藤

初
次
郎

��･

�･

�

� �
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会
計
責
任
者

畑
井

貢

今

勝
衛

北
山
か
ず
え
を
励

ま
す
会

会
計
責
任
者

境

圭
一

北
山

君
江

��･

�･

�

竹
内
亮
一
後
援
会

政
治
団
体
の

名
称

竹
内
亮
一
後
援
会

21
世
紀
の
上
北
町
を

拓
く
竹
内
亮
一
後
援

会

��･

�･

�

小
檜
山
吉
紀
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
沢
市
岡
三
沢
二
丁

目
七
の
一
一

三
沢
市
岡
三
沢
二
丁

目
二
三
の
八

��･

�･

�

森
内
勇
蟹
田
後
援

会

代

表

者

石
岡

勉

金
澤

勤

��･

�･

��

東
日
本
政
経
研
究

会

会
計
責
任
者

岩
城

康
一
郎

岩
木

康
一
郎

��･

�･

��

む
つ
ス
ク
ラ
ム
10

会
計
責
任
者

大
澤

祥
宏

川
原

明
久

��･

�･

��

石
橋
よ
し
お
後
援

会

政
治
団
体
の

名
称

石
橋
よ
し
お
後
援
会

石
橋
義
雄
後
援
会

��･

�･

��

津
島
雄
二
大
畑
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

む
つ
市
大
畑
町
伊
勢

堂
一
九
の
二

下
北
郡
大
畑
町
大
字

大
畑
字
中
島
一
〇
五

の
一
三

代

表

者

工
藤

晃
正

工
藤

正
男

��･

�･

��

菜
の
花
ク
ラ
ブ

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
横
浜
町
字
横

浜
六
三

青
森
市
橋
本
二
丁
目

一
四
の
二

��･

�･

��

蛯
沢
正
雄
後
援
会

代

表

者

蛯
沢

一
成

蛯
沢

勝
雄

��･
�･
��

太
田
定
昭
後
援
会

会
計
責
任
者

對
馬

忠
志

中
村

武
夫

��･

�･

��

あ
お
も
り
未
来
の

会

会
計
責
任
者

赤
田

哲
也

岩
船

孝
治

��･

�･

��

渋
谷
て
つ
か
ず
サ

ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ

会
計
責
任
者

赤
田

哲
也

岩
船

孝
治

��･

�･

��

青
森
Ｎ
Ｄ
Ｓ
自
治

会

会
計
責
任
者

成
田

文
雄

阿
部

文
夫

��･

�･

		

青
森
県
の
政
治
と

経
済
を
考
え
る
会

代

表

者

成
田

文
雄

一
戸

浩
二

��･

�･

		

市
政
一
新
の
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
古
川
一
丁
目

一
五
の
一
〇

青
森
市
安
方
一
丁
目

四
の
八

��･

�･

		

大
さ
ん
の
へ
会

代

表

者

小
嶋

敏
式

大
矢

勝
美

��･

�･

		

成
田
文
雄
南
津
軽

郡
の
会

代

表

者

成
田

文
雄

大
谷

正
昭

会
計
責
任
者

成
田

文
雄

兼
平

勝
春

��･

�･

		

兼
平
清
後
援
会

代

表

者

兼
平

十
三
雄

兼
平

貞
司

��･

�･

	�

柴
田
千
代
治
後
援

会

会
計
責
任
者

橋
本

一
志

木
村

英
一

��･

�･

	�

三
戸
愛
郷
懇
話
会

会
計
責
任
者

櫻
庭

彰

村
井

勉

��･

�･

	�

十
和
田
政
経
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
十
一
番

町
四
の
一
四

十
和
田
市
東
十
三
番

町
一
四
の
二
九

��･

�･

	�

町
義
雄
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
南
郷
区
大
字

島
守
字
舘
下
前
五
〇

三
戸
郡
南
郷
村
大
字

島
守
字
門
前

��･

�･

	�

丸
井
た
け
し
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
十
一
番

町
四
の
一
四

十
和
田
市
東
十
三
番

町
一
四
の
二
九

��･

�･

	�

三
上
あ
つ
し
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
駅
前
二

丁
目
三
の
四
〇

弘
前
市
大
字
大
町
三

丁
目
九
の
七

��･

�･

	�

明
る
い
清
潔
な
青

森
市
政
を
つ
く
る

会

会
計
責
任
者

神

牧
人

佐
々
木

富
士
男

��･

�･

	�

小
笠
原
義
弘
後
援

会

代

表

者

深
貝

昭
弘

松
川

光
蔵

��･

�･

	�

今
勝
義
21
世
紀
後

援
会

会
計
責
任
者

今

義
行

須
藤

寿
幸

��･

�･

	�

政
声
の
会

会
計
責
任
者

太
田

行
人

石
岡

義
男

��･

�･

	�

大
島
理
森
福
地
村

後
援
会

代

表

者

夏
堀

浩
一

佐
々
木

金
初

��･

�･

��

倉
内
照
男
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
小
豆
沢
字
茂
浦
沢

一
〇
三
の
三

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
小
豆
沢
字
茂
浦
沢

一
〇
三
の
一

��･

�･

��

� �



� �

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報������	
� �� 第2473号��

太
陽
の
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
清
水
森

字
下
川
原
六
五
の
一

弘
前
市
大
字
新
寺
町

五
五

��

･

�･

��

松
田
勝
後
援
会

代

表

者

対
馬

善
昭

松
田

源
次
郎

��･

�･

��

新
谷
和
夫
後
援
会

会
計
責
任
者

山
内

み
ゆ
き

小
谷

み
ゆ
き

��･

�･

��

桑
原
一
夫
後
援
会

代

表

者

下
平

孝
一

小
松

福
蔵

��･

�･

��

柴
田
峯
生
後
援
会

会
計
責
任
者

東
谷

弘
文

柴
田

美
保
子

��･

�･

��

瑞
雲
会

会
計
責
任
者

森
山

隆
雄

工
藤

徳
仁

��･

�･

��

す
と
う
健
夫
み
ち

の
く
地
区
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
矢
作
一
丁
目

一
五
の
二

青
森
市
大
字
新
町
野

字
岡
部
六
三
の
一

��･

�･

��

田
中
順
造
後
援
会

会
計
責
任
者

野
月

雅
典

谷
川

秀
雄

��･

�･

��

田
中
順
造
政
経
懇

話
会

会
計
責
任
者

野
月

雅
典

谷
川

秀
雄

��･

�･

��

21
の
会

代

表

者

嶋
田

肇

坪

清
美

��･

�･

��

丸
野
達
夫
後
援
会

会
計
責
任
者

田
村

裕

渡
部

誠

��･

�･

��

宮
下
順
一
郎
後
援

会

会
計
責
任
者

宮
下

淑
子

八
木
橋

末
治

��･

�･

��

行
人
の
会

会
計
責
任
者

花
田

正
彦

鶴
賀
谷

貴

��･
�･
��

わ
き
の
さ
わ
新
政

策
研
究
会

会
計
責
任
者

霜
越

進

柴
田

美
保
子

��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

岩
木
会

平
成
��･

��･

��

平
成
��･

�･

�

青
森
県
の
未
来
を
考
え
る
会

��･

�･

��

��･

�･

��

弘
和
会

��･

��･

��

��･

�･

��

芳
賀
富
弘
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

山
田
弘
志
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

向
井
榮
一
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

別
部
友
寛
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

山
崎
隆
一
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

�

小
田
桐
信
光
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

徳
ま
こ
と
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

青
森
県
防
衛
を
支
え
る
会

��･

��･

�

��･

�･

��

上
野
正
蔵
南
郷
村
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

村
民
の
く
ら
し
を
守
り
明
る
い
	
田
村
を
つ
く
る
会

��･

��･

��

��･

�･

�


青
森
Ｎ
Ｄ
Ｓ
自
治
会

��･

�･

��

��･

�･

��

青
森
県
の
政
治
と
経
済
を
考
え
る
会

��･

�･

��

��･

�･

��

柴
谷
修
次
後
援
会

��･

�･

�


��･

�･

��

� �



青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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成
田
文
雄
南
津
軽
郡
の
会

��

･

�･

��

��･

�･

��

丸
本
申
吉
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

佐
々
木
誠
造
浅
虫
地
区
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

工
藤
清
四
郎
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

三
八
議
員
・
議
員
Ｏ
Ｂ
懇
話
会

��･

��･

��

��･

�･

��

町
義
雄
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

丸
本
申
吉
を
は
げ
ま
す
会

��･

��･

��

��･

�･

��

蒔
苗
幸
男
後
援
会

��･

��･

�

��･

�･

��

岩
織
政
美
浜
通
り
後
援
会

�	･

�･

��

��･

�･

��

田
中
岩
男
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

と
さ
む
つ
こ
後
援
会

��･

��･
��

��･

�･

��

鳴
海
義
男
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

21
の
会

��･

�･

��

��･
�･
��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

野
坂

篤
司

(

三
沢
市
議
会
議

員)

野
坂
と
く
じ
後
援

会

野
坂
篤
司

三
沢
市
東
町
二
丁
目
一
一

の
八

平
成

��･

�･

�


届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

三
村

正
太
郎

(

百
石
町
長)

三
村
正
太
郎

後
援
会

公
職
の
種

類

百
石
町
長

百
石
町
議
会
議

員

平
成

��･

�･

��

山
田

知

(

県
議
会
議

員)

友
知
会

公
職
の
種

類

県
議
会
議
員

八
戸
市
議
会
議

員

��･

�･

�	

丸
井

�

(

県
議
会
議

員)

十
和
田
政
経

会

主
た
る
事

務
所
の
所

在
地

十
和
田
市
西
十

一
番
町
四
の
一

四

十
和
田
市
東
十

三
番
町
一
四
の

二
九

��･

�･

��

� �
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監 査 委 員
監査結果に対する措置の公表

平成17年２月16日付け青監査第102号で報告した監査の結果について､ 地方自治法

(昭和22年法律第67号) 第199条第12項の規定に基づき､ 青森県知事から措置を講じ

た旨の通知があったので､ 同項の規定により､ 次のとおり公表する｡

平成17年５月６日

青森県監査委員 林 忠 男

同 鶴 賀 茂 世

同 滝 沢 求

同 平 山 誠 敏

青
森
県
報

�
�
��
�
�
	


�

�

�

第
24
73
号

��

届 出 者 の 氏 名

( 公 職 の 種 類 )

資 金 管 理 団 体 の

名 称

代 表 者

氏 名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届 出

年 月 日

芳 賀 富 弘

( 県 議 会 議 員 ) 芳 賀 富 弘 後 援 会 芳 賀 富 弘 弘 前 市 大 字 品 川 町 三 八 平 成
� �･ �･ � �

山 田 弘 志
( 県 議 会 議 員 ) 弘 和 会 山 田 弘 志 八 戸 市 大 字 新 井 田 字 山

道 三 の 四 � �･ �･ � �

徳 誠

( 川 内 町 議 会 議

員 )
徳 ま こ と 後 援 会 徳 誠 下 北 郡 川 内 町 大 字 川 内

字 � 木 七 の 八 � �･ �･ � �

監査箇所名 監査結果 措置の内容

下北観光協議会 支出科目を誤っている
ものがある｡

今後､ 事業を遂行する
上で誤りがないよう十分
注意する｡
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


